
  

 

 

 

札 幌 市 職 員 の 懲 戒 処 分 に つ い て 

 

このたび事実関係の確認を終えました下記の不祥事につきまして、関係職員

の懲戒処分をいたしました。 

記 

 

１ 懲戒処分（その１） 

(1) 不祥事の概要 

被処分者は、平成 24 年 8 月頃、違法だと認識した上で、有料放送を無料

で視聴できるとされる不正 B－CAS カードを購入し、平成 25 年 10 月までの

間、当該カードを使用したとして、豊平警察署に検挙された。 

上記の事実は、地方公務員法で規定される法令等に従う義務及び信用失墜

行為の禁止に違反するとともに、全体の奉仕者としてふさわしくない非行に

該当する。 

(2) 処分内容 

減給 2月 

(3) 処 分 日 

平成 25 年 12 月 20 日 

(4) 被処分者 

環境局職員 一般職 男性 60 歳代 

 

 

 

 

 

 



２ 懲戒処分（その２） 

(1) 不祥事の概要 

被処分者は、10 月 19 日、所用で出掛けた札幌駅周辺で日本酒（180ml）を

購入し飲んだ後、自家用車を運転し自宅へ帰宅途中、コンビニエンスストア

でチューハイ（350ml）を 1 本購入し飲み、その後、さらに別のコンビニエ

ンスストアに立ち寄りチューハイ（350ml）を 2 本購入し、運転中に半分程

度飲んだ。 

その後、渋滞のため徐行運転していたところ、前方車両の停止に気付くの

が遅れ追突し、酒気帯び運転で札幌北警察署に検挙された。 

上記の事実は、地方公務員法で規定される法令等に従う義務及び信用失墜

行為の禁止に違反するとともに、全体の奉仕者としてふさわしくない非行に

該当する。 

(2) 処分内容 

懲戒免職 

(3) 処 分 日 

平成 25 年 12 月 20 日 

(4) 被処分者 

環境局環境事業部北清掃事務所 

事務職員  山
やま

 田
だ

 裕
ゆう

 次
じ

 （50 歳） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


